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令和8年度



1. 基本的事項

(1) 対象区域 下條村全域

(2) 計画期間 ～

2. 目次

1. 一般廃棄物の排出状況　・・・　1～2

2. 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み　・・・　3

3. 一般廃棄物の処理主体　・・・　3

4. 一般廃棄物の処理計画　・・・　4～7

(1). 生活排水処理実施計画　・・・　4

(2). ごみ処理実施計画　・・・　5～7

(3). 災害廃棄物処理実施計画　・・・　8

別表 令和８年度リサイクルカレンダー

別表 家庭ごみの分け方・出し方

令和8年4月1日 令和9年3月31日

令和8年度一般廃棄物処理計画

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項及び下條村廃棄物の処理および清掃に関する条
例第3条第1項の規定により、令和7年度一般廃棄物処理計画を定めます。



1. 一般廃棄物の排出状況

(1) 生活排水量
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448 1.22 1,194 3.26 0 0.00 1,642 4.49
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年度別生活排水量グラフ
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(2) ごみ処理量

0.16 602 1.64R1(H31) 356 0.97 189 0.52 57

0.25 594 1.63H28 280 0.77 224 0.61 90

0.22 616 1.69H24 279 0.76 258 0.71 79

0.19 601 1.64H23 286 0.78 247 0.67 68

収集ごみ処理量
計画処理量

可燃ごみ　（▲） 資源ごみ　（■） 埋立ごみ　（×）

t/年 t/日 t/年 t/日 t/年 t/日 t/年 t/日

H10 170 0.47 123 0.34 438 1.20 731 2.00
H11 213 0.58 154 0.42 350 0.96 717 1.96
H12 174 0.48 192 0.53 294 0.81 660 1.81

H13 274 0.75 232 0.64 190 0.52 696 1.91

H14 281 0.77 255 0.70 159 0.44 695 1.90
H15 274 0.75 253 0.69 141 0.39 668 1.83
H16 284 0.78 263 0.72 139 0.38 686 1.88

H17 291 0.80 267 0.73 111 0.30 669 1.83

H18 284 0.78 255 0.70 105 0.29 644 1.76

H19 295 0.81 258 0.70 105 0.29 658 1.80

H20 287 0.79 259 0.71 67 0.18 613 1.68

H21 280 0.77 250 0.68 94 0.26 624 1.71

0.16 598 1.64H30 337 0.92 203 0.56 58

0.20 588 1.61H22 271 0.74 244 0.67 73

0.21 605 1.66H25 276 0.76 252 0.69 77

0.28 628 1.72H26 282 0.77 245 0.67 101

0.27 630 1.72H27 286 0.78 246 0.67 98

H29 1.615890.20730.552020.86314

0.00 0 0.000.00 0.00

R2 389 1.07 183 0.50 61 0.17 633 1.73

R3 378 1.04 167 0.46 59 0.16 604 1.65

R4 376 1.03 140 0.38 57 0.16 573 1.57
R5 363 0.99 133 0.36 52 0.14 548 1.50

R6 388 1.06 132 0.36 55

R7 361 0.99 133 0.36 4

0.00 0

0.15 575 1.58

0.01

3

0.00

498 1.36

0.00 0.00



年度別ごみ処理量グラフ

■種別グラフ

■総合グラフ
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2. 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

3. 一般廃棄物の処理主体

特 定 ご み

古 紙 類 等

％26

0.37

0.01

　下伊那南部総合事務組合が収集・運搬を行い、焼却は飯伊地区の南信州広域連
合の稲葉クリーンセンター（ストーカ式焼却炉）で行う。
　溶融飛灰の処分は群馬県草津町の施設への持ち込む。

資 源 ご み

530

12

1.07

0.01

0.04

0.13

0.02

0.03

0.001

0.01

44

8 0.02

136

140

t/年　 t/日

5.75

0.38

t/日

15

2

0.00

　下條村が収集・運搬・処理に至るまでの業務を民間業者に委託する。

　下伊那南部総合事務組合の泰阜し尿処理場で、し尿及び浄化槽汚泥の処理をす
る。

生 活 排 水

2

6

47

1.45

0.12

1

4

小 計

金物類　  

プラスチック製容器等

可 燃 ご み

埋 立 ご み

合 計

リ サ イ ク ル 率

　下條村が収集・運搬業務を民間業者に委託し、最終処分については委託業者所
有の最終処分場への埋立てを所在地である中野市と協議の上持込み最終処分を行
う。

　下條村が収集・運搬・処理に至るまでの業務を民間業者に委託する。ＰＥＴボトル・
プラスチック製容器については指定法人ルート、缶・びん・金物類・使用済小型家電
は独自ルートにて対応する。

　下條中学校生徒会により収集を行い、運搬・処理については民間業者に委託す
る。

缶　

し 尿

廃蛍光管

廃乾電池　

埋 立 ご み

浄 化 槽 汚 泥

可 燃 ご み

ご み 処 理

ＰＥＴボトル　 　

特
定
ご
み

5

390

t/年　

2,100

生 活 排 水

古紙類　

びん　 

使用済小型家電

資
源
ご
み

小 計



4. 一般廃棄物処理計画

(1) 生活排水処理実施計画

① 生活排水処理計画　

ア． 合併処理浄化槽で処理を推進する区域及び計画人口等

* 令和7年度末現在 1,155基、普及率 96％（混合世帯含）。

イ． コミュニティ・プラントで処理する区域及び計画人口等

* 計画なし

ウ． 下水道で処理する区域及び計画人口等

* 計画なし

〈1〉 生活排水抑制・再資源化計画

ア． 排出抑制の方法

* 生活雑排水の適正処理について積極的に住民にPRする。

イ． 再資源化の方法及び量

* 地域の特性を生かした土壌還元の推進

ウ． 関連施設の概要

* 該当なし

〈2〉 収集・運搬計画

ア． 収集回数

* 許可業者が住民の要請により収集する。

イ． 収集の方法

* 収集業者　（許可業者）

ウ． 中継施設の概要

* 該当なし

〈3〉 中間処理計画

ア． 処理施設の概要

* 下伊那南部総合事務組合　泰阜クリーンセンター（下伊那郡泰阜村6131-4）

浄化槽汚泥率の高いし尿の膜分離高負荷脱窒素処理方式

20ｋｌ/日（し尿：6ｋｌ/日,浄化槽汚泥14ｋｌ/日）

イ． 搬入される廃棄物の搬入者別内訳量

* 下伊那南部総合事務組合の計画による。

ウ． 残渣量及び処分方法

* 同上

〈4〉 最終処分計画

ア． 埋立処分の場合

* 該当なし

* 令和8年度は 10基の設置予定、その後は様子を見ながら設定をし、令和15年度を目途に普及率
100％を目指す。

6



(2) ごみ処理実施計画

① ごみの排出抑制・再資源化計画

ア． 排出抑制の方法

* ごみの分別表のとおり徹底した分別収集を実施する。

*

* 過剰包装、レジ袋削減を事業者、消費者へ協力を求める。

* 分別収集をより徹底し、再資源化を進める。

イ． 再資源化の方法

* 下記分別区分、別紙分別表の分別区分に従う。

* 村内の事業者や学校等と連携を密にし、資源ごみの収集を行う。

ウ． 関連施設の概要

* ごみ集積所（村内全域：47箇所）

A規格：W2,900mm×D1,820mm×H2,050mm

B規格：W1,800mm×D1,800mm×H2,130mm

住民への徹底したＰＲ（回覧文書・広報誌・音声告知放送による）を実施し、意識の高揚を図る。

埋 立 ご み －－住民（指定袋）
委託業者により定期
回収

委託業者により定期
回収

住民 委託業者 委託業者特 定 ご み

缶

プ ラ ス チ ッ ク 製 品

PET ボ ト ル 委託業者委託業者
委託業者により定期
回収

住民（指定袋）
委託業者により定期
回収

委託業者

委託業者委託業者
中学校により集団定
期回収

委託業者

住民（指定袋）
委託業者により定期
回収

委託業者

南部総合事務組合
により定期回収

委託業者により定期
回収

委託業者により定期
回収

委託業者 委託業者

委託業者

委託業者 委託業者

1枚可 燃 ご み

選別・
保管等
段階

住民（指定袋）

住民（指定袋）

中間処
理・再商

品化

南信州
広域連合

－

住民（指定袋）

び ん

住民

住民

手 数 料
分別・集積所

等への
排出段階

－古 紙 類 等

金 物 類

－

25円1枚

55円

－－

28円

１品目 -

大　80円
小　55円

－ －

品 目 収集・運搬段階

粗 大 ご み
住民が委託業者へ
直接持ち込み

単 位

1枚

1枚

7

　 ごみの排出・分別方法等については別表「下條村リサイクルカレンダー」及び「家庭ごみの分け方・出し
方」に従う。

委託業者使 用 済 小 型 家 電 － － 住民
委託業者により定期
回収

委託業者

住民（指定袋）



② 収集運搬計画

ア． 収集回収

イ． 収集・運搬の方法

　　　　 ※

※ 使用済小型家電についてはコスモホールから収集・運搬をする。

※ 特定ごみについては下條村役場から収集・運搬をする。

※ 古紙類についてはコスモホールから収集・運搬をする。

可燃ごみ・資源ごみ・埋立ごみともに村内46箇所のごみ集積所を中継して収集・運搬をす
る。

古 紙 類 等

使用済小型家電は年３回収集をする。

委託業者により収集・運搬する。

埋 立 ご み

特 定 ご み

　年1回下條中学校生徒会により収集する。

下伊那南部総合事務組合が収集・運搬する。可 燃 ご み

　毎月5日・15日・25日の3回、ＰＥＴボトル・プラスチック製品の2品目に分けて収
集する（指定袋によるステーション方式）。

使 用 済
小 型 家 電

資 源 ご み

資 源 ご み

　毎月10日にアルミ缶・スチール缶・透明びん・茶色びん・その他色びん・金物
類の6品目に分けて収集する（指定袋によるステーション方式）。

　毎月10日に収集する（指定袋によるステーション方式）。
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　毎週火曜日と金曜日の2回収集する（指定袋によるステーション方式）。

　廃乾電池・廃蛍光管などのごみは年1回12月に一斉収集をする。

可 燃 ご み

特 定 ご み

古 紙 類 等

埋 立 ご み
　粗大ごみは、年３回収集をする。

使 用 済
小 型 家 電



③ 中間処理計画　

ア． 処理施設の概要

④ 最終処分計画　

ア． 埋立処分の場合

（ア） 最終処分の概要

（イ） 搬入される廃棄物の年間埋立容量（覆土量を含む）

* 計画収集分 30t/年

（ウ） 埋立地計画（埋立区域・埋立方法等）

* 埋立区域は下條村一般廃棄物最終処分場とし、（山林）借用区域とする。

* 埋立は、重機により転圧覆土し、環境衛生保全に努める。

*

イ． 海洋投入処分の場合

* 該当なし

⑤ その他

* 生ごみ処理機普及の推進事業（補助金交付事業）

* 住民に対する広報、啓発活動

　村の広報誌への掲載・パンフレットの配布・音声告知放送の活用・回覧板等により周知を図る。

127,971 2,697,524 1,909,760

イー・ステージ株式会社（小諸市大字平原309番1他）
特 定 ご み

埋立地面積
（㎡）

所在地

下條村一般廃棄物（不燃物）
最終処分場

下條村睦沢2083

埋立方式はサンドイッチ方式とし、ごみ層厚2.5mに対し、50cmの覆土を行い、水平に整地す
る。

最終処分場名

下條村不燃物埋立地

中野市大字豊津
5520番地他

18,858　飯山陸送(株)ハサマ第二処分場 248 185

委託業者
使 用 済

小 型 家 電

埋 立 ご み

資 源 ご み

全体容積
（㎥）

古 紙 類 等

9

南信州広域連合　稲葉クリーンセンター（飯田市下久堅稲葉1526-1）

破砕・洗浄・乾燥・選別

委託業者

委託業者

可 燃 ご み
ストーカ式焼却炉　93t/日　　

1,850

株式会社南都興産
埋立最終処分場　　　（特定ごみ）

奈良県御所市
重坂329他9筆

50

株式会社　恵那興業リサイクルセンター（下伊那郡阿智村伍和３９５４）選別

　補助金額は生ごみ処理機は購入金額2万円以上、コンポスト等は5千円以上のもので、購入価格の1/2
以下の補助金を交付する。最高限度額は3万円とする（千円未満切捨て）。

残余容量
（㎥）

0（廃止）

2,280
(休止中)

9,190

600

　生ごみの処理については『燃えるごみとしての排出を抑える』、『資源の有効利用～リサイクルの徹底』と
いう目的から、生ごみ処理機（微生物分解方式、乾燥方式）の購入に対し補助金を交付する。

下條村睦沢1960-2



(3) 災害廃棄物処理実施計画

① ごみ及びし尿の処理対策

ア． し尿処理

* 収集が始まるまでに長時間を要する場合は、応急的に自己処理を行うものとする。

* 避難所等地域防災拠点施設に仮設トイレの備蓄を行うものとする。

イ． ごみ処理

② 廃棄物処理の広域応援

ア． 廃棄物処理施設が被害を受け処理機能が麻痺した場合、早急に機能の回復を図る。

イ． 被害が甚大な場合は、復旧に長時間要するものと想定され、この間における住民の生活系廃棄
物も相当量排出されるため、広域的な支援体制を図る。

* あらかじめ被災時における廃棄物の収集、運搬、処分及び二次公害防止体制等の計画を
立てる。

* 被災地域の災害廃棄物（災害により排出された廃棄物）及び廃棄物処理施設の被害状況を
把握し、早急に応急措置をとる。

*

*

*

* ごみの処理によりそれぞれ処理する。なお、一時定期なごみの貯留場所は村民グラウンドと
する。

* 被害規模が甚大であり、自ら処理することが不可能な場合は、県（南信州地域振興局環境
課）を通じ、他市町村の応援を求めて実施する。
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　震災、風水害等の大規模災害発生時のごみ及びし尿の適切な処理は、環境の保全、住民衛生の確保、早
期の復旧・復興活動を行ううえで重要となる。

し尿処理業者に対して、被災地域の重点収集処理を指示する。被害状況によって、し尿処
理業者による処理が困難な場合は、長野県環境整備事業協同組合の応援を求める。

トイレが浸水・流出等によりその地域に共同トイレが必要な場合は、屋外仮設トイレを設ける
ものとする。仮設トイレは状況に応じて必要数を把握し、民間業者から調達する。調達が困
難な場合は県に要請する。

災害の状況によっては、委託業者以外の業者の応援を求めるとともに、他地区の処理場に
おいて処理を要請する。

道路・河川等の清掃を行うにあたっては、地域住民の協力を得て実施する。なお、被害甚大
のときは自衛隊の派遣を求めて実施するものとする。

ごみ収集処理業務を遂行するため職員を動員するとともに、委託業者の協力を求め、迅速
に処理できる体制を確保する。

　被災後のごみ、し尿の処理活動の実施に際しては、必要に応じて広域に応援を要請して処理を行うものと
する。

*

*








